
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
注射針（２０）によって人間または動物の身体に注入可能な液体薬剤を受ける注射装置に
おいて、
（Ａ）前記液体薬剤を收容する容器（１４）および該容器（１４）から液体薬剤を射出す
るため前記容器内で軸線方向に可動な断面積Ｆを有するプラグ（１５）を収納するアンプ
ルホルダ（１８）と、単位行程ＸのＮ倍だけ前記プラグ（１５）を前方に軸線方向に駆動
する駆動装置と、
を有する下方部分（１）、および
（Ｂ）前記下方部分（１）の前記アンプルホルダ（１８）に着脱可能に接続可能なケーシ
ングと、単位行程のＸの倍数Ｎを選択するために回転可能で、かつ、予め定めた行程長に
わたり軸方向に摺動可能な投薬ボタン（８）と、該投薬ボタン（８）に一体的に連結され
て前記駆動装置を作動させる作動部材（７）と、を有する上方部分（９）から成り、
前記容器（１４）から選択された容積Ｖ＝ＮＸＦの液体薬剤を射出可能であり、
前記下方部分（１）は使い棄て可能であり、前記上方部分（９）は再使用可能であること
を特徴とする注射装置。
【請求項２】
前記駆動装置は、前記上方部分（９）から前記下方部分（１）への単一方向のみに可動で
あることを特徴とする請求項１に記載の注射装置。
【請求項３】
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前記下方部分（１）の前記駆動装置が、
非回転可能で、軸線方向に可動であり、前記容器（１４）の前記プラグ（１５）に作用す
る雄ねじ付きプランジャロッド（５）と、
前記雄ねじに螺合する雌ねじを有するナット（４）と、を有することを特徴とする請求項
１または２に記載の注射装置。
【請求項４】
前記下方部分（１）及び前記上方部分（９）が、相互に着脱可能な結合装置を有すること
を特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の注射装置。
【請求項５】
前記作動部材（７）は、前記回転可能な投薬ボタン（８）に連結され、前記投薬ボタン（
８）の回転を前記下方部分（１）の前記駆動装置に伝達する結合エレメント（２１′）を
有することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の注射装置。
【請求項６】
前記下方部分（１）はばね（６）を有し、前記ばね（６）は、前記プランジャロッド（５
）の周りに配置され、そのばね力によって前記ねじナット（４）を軸線方向の所定の休止
位置に保持することを特徴とする請求項３に記載の注射装置。
【請求項７】
前記投薬ボタン（８）又は前記作動部材（７）は単位行程Ｘの倍数Ｎを選択し監視する電
気的又は機械的計量装置を有することを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載
の注射装置。
【請求項８】
前記下方部分（１）全体が、リサイクル可能な材料から製造されていることを特徴とする
請求項１乃至７のいずれか１項に記載の注射装置。
【発明の詳細な説明】
本発明は、特許請求の範囲１による液体薬剤を収容する注射装置に関する。
それらの特定の形態及び筆記用具との類似によって、このような装置は、“注射ペン”ま
たは単に“ペン”と称される。
従来技術によれば、２つの異なるタイプの注射ペンがある。
一回限りの使用を目的とする第１のグループによる装置の例は、特許文献ＥＰ－Ｂ３２７
９１０号、ＥＰ－Ａ４９６１４１号、及びＵＳ－Ａ－５，２９５，９６７号に詳細に説明
されている。これらの装置において、液体薬剤を収容するアンプルが注射ペンに直接組み
込まれ、一単位として患者に提供される。その結果、例えば、投薬及び調量装置を有する
ペンの比較的複雑な部品によって、比較的高価なものになるこれらの装置が、使用された
後、全体として廃棄される。従って、このグループの装置は、非常に高価なものになり、
それらの装置は、異種材料が用いられるから、部品を再利用することに関する解決法を提
供しない。
再使用する第２のグループの装置の例は、特許文献ＤＥ－Ｃ－３６３８９８４号、ＥＰ－
Ａ－４９８７３７号及びＵＳ－Ａ－４，８８３，４７２号に詳細に説明されている。これ
らの装置においては、使用済みアンプルは、新しいアンプルと交換される。しかしながら
、アンプルの交換手順は、これらの公知の装置では比較的複雑である。新しいアンプルを
その装置に挿入するために前進駆動機構は、例えばねじ山を備えたプランジャロッドを回
転することによって、画定されたスタート位置に戻されなければならない。この手順を安
全に実行するために、患者は、相当な注意を払うように教えられる。他の欠点は投薬機構
が故障する危険性があることである。前記機構は、頻繁に使用することによってすぐに摩
耗するからである。
本発明の目的は、改善方法を提供することである。本発明は、従来技術の上述した欠点を
克服することを目的とする。
本発明は、請求の範囲１の特徴を有する注射装置で前記目的を達成する。
その結果、使い捨ての下方部分としては、
－プラスティック部品
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＝液体薬剤用の容器を受けるアンプルホルダ
＝針ホルダ
＝ラチェット
＝ねじナット
＝ねじ山を備えたプランジャロッド
－金属部品
＝プランジャロッドの周りに配置され、プランジャを軸線方向の所定位置に保持するため
にねじナットを押圧するばね
のような使用中に消耗されるか、あまり複雑でなく、したがって余り高価でない部分を有
する。
再使用可能な上方部分としては、
－回転可能な投薬ボタン、
－投薬ボタンの回転をねじナットに伝える結合部材、
－下方部分に着脱可能に取付可能なケーシング、
－液体薬剤の量を記録する計量装置（図示しない）
－機械的な安全装置のような使用中に消耗しないか、または複雑及び／または高価なこれ
らのエレメント
を有する。
患者は、使用前に組み立てることができる２つの部分の形態で本発明による装置を受け取
る。この目的のために、患者は、使い捨ての下方部分を再使用可能な上方部分に留めるか
、ねじ込むだけでよい。アンプルから液体薬剤を射出した後、患者は下方部分全体を廃棄
し、新しい下方部分を、注射ペンの高価なエレメントを有すると共に何年かにわたって再
使用可能な上方部分に取り付ける。好ましくは、下方部分は、環境への負荷が最小限に維
持されるようにリサイクル可能な材料から製造される。
本発明による重要な利点は、いくつかの異なる薬剤を投与するために同一の上方部分を使
用できる可能性にある。他の利点は薬剤投与の安全な定量化である。アンプルの内径及び
プランジャロッドのねじ山ピッチに依存して、射出される薬剤の量は、回転の数、例えば
、投薬ボタンの逆回転を防止する安全装置のカムの１／４回転によって正確に画定される
。注射毎の最大限の投薬量は、投薬ボタンの最大限の上昇によって決定される。従って、
ある療法における薬剤の投薬量は、本発明による装置の使い捨て下方部分によって予め決
定される。その結果、投薬ユニツトを有する上方部分は、簡単な調整及び射出機構に縮小
され、この機構は、必要ならば、回転運動（例えば、１／４回転）を記録することができ
る計数機構によって補足される。
本発明の追加的な有利な実施例は、従属請求項において特徴が示される。
本発明及びその実施例は、例を示すいくつかの部分の図面を使用して詳細に説明する。
第１図は、本発明による装置の長手方向の断面図である。
第２図は、第１図による装置の下方部分の長手方向断面図である。
第３図は、第１図による装置の上方部分の長手方向の断面を示す。
第１図に示す本発明による注射装置は、ねじ山接続部１３またはバヨネット型固定具によ
って結合された下方部分１及び上方部分９からなる。下方部分１は、第２図に示され、上
方部分は第３図に示され、双方は外されている状態で示されている。
第１図及び第２図に示すように、下方部分１の円筒形アンプルホルダ１８は、液体薬剤用
の容器を有する。アンプルホルダ１８の前端において、注射針２０を備えた針ホルダ１２
がねじ込まれている。アンプルから成る容器１４は軸線方向に移動可能なプラグ１５によ
ってその後端で閉鎖されている。非回転可能で軸線方向に移動可能なプランジャロッド５
は注射装置の長手方向の軸線１６に整列し、その前方プレート１７によってプラグ１５に
作用する。プランジャロッドは、それを非回転可能にするように、非円形断面を有する。
ねじナット４は、プランジャロッド５を包囲し、２つのエレメント４，５は、スピンドル
／ねじナット機構として作用する。この目的のために、ねじナット４は、プランジャロッ
ド５のねじ山に対応する雌のねじ山を有する。

10

20

30

40

50

(3) JP 3739406 B2 2006.1.25



ねじナット４は、ねじナット４を包囲する管３と接続され、この管３は、所定軸線位置で
ねじナット４を保持するばね６を包囲している。その下端において、ばね６は、管３によ
って固定され、管３の直径はこの場所で小さくなる。この構造は、ねじナット４が回転す
るときばね６が回転することを保証する。ねじナット４は、非回転可能で軸線方向に移動
可能に管３に接続されているからである。
ねじナット４は、その上端が、フランジ２に当接している。以下詳細に説明するラチェッ
ト２２は、管３の下端に配置されている。
一体のものとしてボタン８に接続されている中空のシリンダ７は、その自由端にクラッチ
２１′を有し、従って、ねじナット４はその後端に協働するクラッチ２１″を有する。上
方部分９と下方部分１とを組み立てるときに、クラッチ２１′とクラッチ２１″とが係合
する。
第１図に示すホーム位置から始まる注射装置の作用を以下に説明する。使用者はボタン８
を回転し、クラッチ２１′及び２１″によって、ねじナット４に回転可能に結合された中
空のシリンダ７に回転を伝達する。ねじナット４がばね６によって軸線方向の所定の位置
に保持されるので、プランジャロッド５は、ねじナット４が回転することによって軸線方
向に前進運動を行う。ボタン８の回転数Ｎ（例えば１／４回転）は、機械的にまたは電気
的に作動する図面には示さない適当な計数機構によって記録される。同時に、管３の下端
でラチェット２２として形成される逆回転に対する安全装置は、例えばボタン８の各１／
４回転の後に音または触覚的な信号を与える。
回転数Ｎによって、前方プレート１７は、ＮＸだけプラグ１５に向かって接近する。Ｘは
一回転に対応する行程である。
注射投薬量の上述した調整の後に、ボタン８は、所定のリフト全長Ｈにわたって下方に押
される。プランジャロッド５が行程量ＮＸだけ前方に移動しているとき、前方プレート１
７は、それがプラグ１５に触るまで行程量（Ｈ－ＮＸ）前方に移動し、次に残りのリフト
の行程量ＮＸだけ移動しつづけ液体薬剤の容積Ｖ＝ＮＸＦを排出する。Ｆは、容器１４の
内側の断面積である。
ボタン８が全く回転しない場合には、液体薬剤は射出されない。フロントプレート１７が
リフト全長Ｈにわたって移動したときフロントプレート１７はプラグ１５に接触するだけ
であるからである。
ボタン８がリフト全長Ｈにわたって下に押された場合には、第３図に示すようなプレート
ばね１１によって安全装置１０によって最終位置に保持される。
新しい薬剤の分量を調整するために患者がボタン８を回転する前に、患者は、注射ペンの
側面の安全装置１０を押さなければならない。その結果、ばね６は、プランジャロッド５
、ねじナット４、中空シリンダ７及びボタン８を開始位置に残して、フロントプレート１
７を後方に押し戻すことができる。その後、はじめて新しい薬剤の分量の調節を行うこと
ができる。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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